
◆　水産資源の管理、海洋環境の保全を推進すること。漁業者の経営安定の確保と活力ある就
業構造を確立すること。漁村の生活環境の向上と防災力の強化を図るとともに、地域資源を
活用した漁村づくりを推進すること 

●　我が国漁業の役割は、国民への水産物の安定供給。しかし、資源水準の低迷、海外漁場の
縮小等を背景として漁業生産量は減少。また、漁業者の減少・高齢化の進行や漁業経営の悪
化に伴い、生産構造のぜい弱化が進行。川下主導の価格形成に変化し、輸入の増加もあいま
って市場経由率の低下が進むとともに、国産水産物の販売競争力の低下、消費者の魚離れ、
魚価の低迷といった問題も発生。 

●　国産水産物の供給力を向上させるためには、水産資源とそれをはぐくむ豊かな海洋環境、
漁業を担う「ひと」、健全な経営体が育成・確保された活力ある就業構造、消費者ニーズに
対応して水産物を加工し、効率的に流通させる構造、それぞれを支える技術が必要。 

●　こうした要素を強化することによって水産業の体質強化を図り、水産物の安定供給体制を
確立していくことが重要。 

●　近年、調理時間の減少や子どもの孤食の増加といった環境の変化を背景に、子どもの魚離
れが進行。子どもの健全な発育に影響を与えたり、長期的には日本の水産業の健全な発展に
も影響を与えることが懸念。 

●　水産関係者による調理方法等情報の提供、加工・流通段階の企業による家庭内調理負担の
軽減、産地からの付加価値提供といった家庭内調理の機会を増やしていくための工夫が必要。
また、家庭での「共食」を進める工夫が必要。 

●　学校給食に地元でとれる水産物を提供するためには、地域がその連携・むすびつきを強め
ることが必要。 

白書のポイント 

◆　家族の工夫・努力に加え、企業・地域・学校が子どもの食をめぐる新たな環境を支えるこ
とによって、子どもをはぐくむ魚食の未来を築いていくこと 

●  我が国周辺水域の水産資源の半分が低位水準。資源回復計画の着実な実施が必要。海面・
内水面を通じた水産動植物の生育環境の改善が必要。公海域を含む国際的な資源管理の推進
を図ることが重要。外国漁船の取締りを強化することも必要。 

●　担い手の育成を図り、活力ある就業構造を確立することが必要。漁業者の経営安定を図る
ため、漁業経営安定対策事業を実施。漁船漁業構造改革による収益性向上を図ることも重要。 

●　水産物の安定供給を図るための加工・流通・消費施策を展開することが必要。水産物の安
全確保と消費者の信頼確保に向けた取組が重要。 

●　漁村の生活環境の向上と防災力の強化を図ることが重要。地域資源を活かして、漁業・漁
村の多面的機能を発揮するとともに、地域を活性化させていくことが重要。 

◆　水産業の体質を強化する取組を拡大し、水産物の安定供給を図っていくこと 

きょうしょく 
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マグロ類の資源状況 
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大西洋まぐろ類保存 
国際委員会（ICCAT） 
キ　ハ　ダ  
ビ ン ナ ガ（南大西洋） 

食に対する消費者の信頼確保　～水産物を中心として～ 

マグロ資源を持続的に利用するために 

○平成20年には食に関する信頼を揺るがす事案が相次ぎ、水産物関係では、架空会社による一
色産うなぎ蒲焼きの産地偽装が発生し、産地にも大きな衝撃。
○このような事案に対して、国ではJAS法に基づき、食品の品質表示について遵守事項を遵守
するよう指示。
○食品表示Ｇメンによる不適正表示の監視・取締りを行うとともに、食品企業のコンプライア
ンス（法令の遵守及び倫理の保持等）の徹底を図るための取組を実施。

○国際的な枠組みの外で無秩序に操業を行うIUU漁業や漁獲圧力の増加等によって、一部のマ
グロ類の資源状況が悪化。いわゆる「蓄養」が資源に与える影響も懸念。
○ICCATやWCPFCにおいて漁獲可能量が削減。ICCATにおいては、生簀に移された大西洋ク
ロマグロの漁獲量を正確に把握するため、まき網漁船及び蓄養施設においてICCATオブザー
バーが確認を行う制度を創設。
○遠洋及び近海まぐろはえ縄漁船87隻を減船するための取組を推進。
○将来にわたってマグロ資源を保存し、持続的に利用できるよう努力していくことが重要。

うなぎの産地偽装事件で、製品の裏面に記載
された偽装表示 

いけ  す 

ちく よう 

○平成20年度　水産の動向 ○平成20年度　水産の動向 

○平成21年度　水産施策 ○平成21年度　水産施策 

トピックス　～水産この1年～ 

第Ⅰ章　特集1　新たな取組で守る水産物の安定供給 

第Ⅰ章　特集2　子どもを通じて見える日本の食卓 

第Ⅱ章　平成19年度以降の我が国水産の動向 



－�－ 

140
120
100
80
60
40
20
0

（12月時点） （単位：％） 

21年1月 20年1月 19年1月 18年1月 17年1月 16年1月 

資料：水産庁 

漁業用A重油の価格の推移 漁労支出に占める燃油費の割合 

18年 20年

小型底びき網 23.8 30.1

刺　　　　　網 15.8 20.6

沖合底びき網 23.6 29.9

沿岸いか釣漁業 30.7 38.1

〔漁業用A重油価格〕 

〈約2.9倍〉 
（平成16年3月） 

42.5円／  
（平成20年8月） 

124.6円／  

20年8月 
124.6円／  
史上最高額 

円／ 

鯨類資源の持続的な利用に向けて 

研究の進展　～ウナギの生産技術向上に向け、大きく前進～ 

○我が国は、鯨類を含む海洋生物資源の持続的利用に向けた取組を実施。
○第60回IWC年次会合において設置が合意された小作業部会の議長とIWC議長がその見解を議
長提案として整理。IWCの将来に関する中間会合、作業部会において検討。我が国は、鯨類
捕獲調査の継続を前提としつつ、IWCの正常化に向けた取組を実施。
○21年２月には、調査船団に薬品入りの瓶を投げ込んだり、体当たりする危険な妨害活動が発
生。今後このような事態を再発させないように船籍国等の関係国に対し責任ある対応を求め
るとともに、国内では関係省庁が連携し、調査が安全に実施できる体制を確立。

○20年６月及び８月、ウナギの産卵海域と想定されていた西マリアナ海嶺南部の海山周辺海域
の中層において、成熟したニホンウナギ４個体（雌雄２個体ずつ）及び仔魚の捕獲に成功。
ウナギの人工的な生産技術を向上させるために不可欠な自然界における親ウナギの回遊や産
卵生態の解明に向け大きな前進。

燃油価格の大幅な変動 

○漁業用の燃料油の価格が高騰（漁業用Ａ重油：16年３月42.5円／l→20年８月124.6円／l）。
漁業経営に深刻な影響。 
○20年７月15日には、燃油価格の高騰により我が国の水産業が危機的状況にあることを訴える
ため、全国の漁業者がやむなく一斉に休漁。
○20年７月に省エネ操業を促進するための実証事業の導入などからなる「燃油高騰水産業緊急
対策」を実施。20年度補正予算も活用し、様々な燃油高騰対策を実施。 
○こうした変動にも耐えうる水産業の体質強化を図っていくことが重要。 

調査船（左）に体当たりするシー・シェ
パードの船舶（右） 

妨害の中で鯨体の生物調査を行う調査員。
後ろに見えるのは、シー・シェパード船。 

し 




